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令和６年度取組評価シート（第７期北谷町障害福祉計画） 

１ 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

成

果

目

標

（P） 

施設入所者の地域生活への移行を進めるために、令和８年度（２０２６年度）末の削減見

込み目標値を２人とします。また、令和５年３月３１日時点の入所者数２９人の６％にあ

たる２人の地域移行を目指します。 

成

果

指

標

（D） 

項目 
令和４年度 

（基準値） 

令和６年度 

（実績値） 

令和７年度 

（実績値） 

令和８年度 

（目標値） 

施設入所者の削減 ２９人 
２５人 

（▲４人） 
 

２７人 

（▲２人） 

入所施設からの地域移行者数 ２人 0人  ２人 

評

価

（C） 

地域移行支援・地域定着支援において多職種が連携し支援を行えた。 

今

後

の

取

組

（A） 

今後は、入所施設からの地域移行が進みにくい現状を整理し、必要な社会資源の確保

に努めることで、地域で安心して生活ができる環境整備を推進する。 
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（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

成

果

目

標

（P） 

・国の指針では、精神障がいのある人が地域の一員として、安心して自分らしく暮らし

ていけるよう、医療、障害福祉、介護、住まい、社会参加就労、地域の助け合いが包括的

に確保されたシステムを構築するために、保健、福祉、医療関係者による協議の場を設

置することとしています。 

・本町では、平成２９年度に「北谷町精神障がい者の医療・保健・福祉連携会議」を設置

し、平成３１年度より「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの協議の場」として

位置づけています。令和６年度以降、下記のとおり開催回数や参加人数を見込み、支援

体制の整備を図っていきます。 

成

果

指

標

（D） 

項目 
令和４年度 

（基準値） 

令和６年度 

（実績値） 

令和７年度 

（実績値） 

令和８年度 

（目標値） 

保健、医療、福祉関係者によ

る協議の場の設置 
単独設置済    

開催回数 年２回 年２回  年３回 

参加人数 ８人 11人  ７人 

目標設定・評価の実施回数 年１回 年１回  年１回 

評

価

（C） 

精神障害者の医療・保健・福祉連携会議」を活用し、精神障害にも対応した地域包括ケ

アシステムに基づいた関係機関等との連携を行うことができた。 

今

後

の

取

組

（A） 

地域包括ケアシステムに基づいた関係機関等との連携を継続して推進する。 
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（３）地域生活支援拠点等の機能強化 

成

果

目

標

（P） 

・国の指針では、障がいのある人等の地域での暮らしを担保し、自立を希望する方への

支援を進めるため、「相談」「緊急時の受入れ・対応」「体験の機会・場の提供」「専門的人

材の確保・養成」「地域の体制づくり」を行う『地域生活支援拠点等』について、県や近隣

自治体、関係事業所等との連携・調整の上、そのあり方を検討し、整備を行うこととして

います。 

・本町においては、地域における複数の機関が分担して機能を担う「面的整備型」の整

備手法を用い、「相談」「緊急時の受入れ・対応」を優先的に整備し、令和２年度（２０２０

年度）末に単独設置をいたしました。令和８年度までに、その他の「体験の機会・場」、

「専門的人材の確保・養成」、「地域の体制づくり」機能の確保及び強化を行います。 

成

果

指

標

（D） 

項目 
令和４年度 

（基準値） 

令和６年度 

（実績値） 

令和７年度 

（実績値） 

令和８年度 

（目標値） 

地域生活支援拠点の整備 
単独設置済 

（面的整備） 
   

コーディネーターの配置人数 ４人 ３人  ４人 

運用状況の検証及び検討 年１回 未実施  年１回 

強度行動障害者への支援体

制の整備 
未整備 未整備  整備済 

「体験の機会・場」機能の確保 未整備 未整備  整備済 

「専門的人材の確保・養成」機

能の確保 
未整備 未整備  整備済 

「地域の体制づくり」機能の確

保 
未整備 未整備  整備済 

評

価

（C） 

・事業所からの相談をとおし支援ニーズの把握に努め、適宜委託相談員による支援助

言や関係機関会議を開催できた。 

・従来の障害福祉サービスの決定では支援ニーズの解決が図れない事案に対し、柔軟

なサービス決定を行い、拠点の機能強化を図ることができた。 

・北谷町地域自立支援推進協議会において運用状況の検証及び検討は行っていない。 

今

後

の

取

組

（A） 

北谷町地域自立支援推進協議会において運用状況の検証及び検討を行う。 
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（４）福祉施設から一般就労への移行等 

成

果

目

標

（P） 

・令和８年度における１年間の一般就労移行者数は、令和３年度実績（２人）の１.５０倍

（３人）を目指します。 

・令和８年度における就労移行支援事業所から一般就労への移行者数は、令和３年度

末実績（１人）の２.００倍（２人）を目指します。 

・令和８年度末における一般就労移行率５割以上の就労移行事業所数は、１か所を目指

します。 

・目標年度における就労継続支援 A 型事業所から一般就労への移行者数は、令和３年

度末実績（１人）の２.００倍（２人）を目指します。 

・令和８年度における就労継続支援 B型事業所から一般就労への移行は、１人を目指し

ます。 

・令和８年度末における就労定着支援事業の利用者数は２人を見込みます。令和８年度

末の管内就労移行支援事業所数、就労定着率が７割以上の就労支援事業所数は、それ

ぞれ１か所を目指します。 

成

果

指

標

（D） 

項目 
令和３年度 

（基準値） 

令和６年度 

（実績値） 

令和７年度 

（実績値） 

令和８年度 

（目標値） 

福祉施設からの一般就労移行

者数 
５人 0人  ５人 

就労移行支援事業における一

般就労移行者数 
１人 0人  ２人 

就労継続支援Ａ型事業におけ

る一般就労移行者数 
１人 0人  ２人 

就労継続支援Ｂ型事業におけ

る一般就労移行者数 
０人 1人  １人 

一般就労移行率が５割以上の

就労移行支援事業所の数 
１か所 0か所  １か所 

就労定着支援事業の利用者

数 
１人 2人  ２人 

就労定着支援事業所数 １か所 
（令和４年度末） 

0か所  １か所 

就労定着率が７割以上の就労

支援事業所の数 
０か所 0か所  １か所 

評

価

（C） 

・一般就労への移行を促進するため、事業所や関係機関との連携により、企業の施設外

就労(実習)の情報提供や受け入れ促進に取り組むことができた。 

・職場定着率の向上を図るため、必要に応じて「就労定着支援」を提供することができ

た。 

・障害についての理解促進と障がい者雇用に関する啓発活動を行うことができた。 

・就労継続支援事業所(Ａ型・Ｂ型)と連携を図るため、情報交換等の場として、就労ワー

キンググループの構築に取り組むことができた。 

今

後

の

取

組

（A） 

就労支援サービスから一般就労への移行を促進するため、継続して取り組む。 

  



令和 7 年 10月 1４日北谷町地域自立支援推進協議会報告 

5 

 

（５）相談支援体制の充実・強化等 

成

果

目

標

（P） 

・令和８年度末までに、総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等

の連携の緊密化を通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援センターの設置を目指

します。 

・基幹相談支援センターを設置するまでの間においても、これまでと同様に地域づくり

に向けた協議会の機能をより実効性のあるものとするため、協議会において、個別事

例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組を行っていきます。 

成

果

指

標

（D） 

項目 
令和４年度 

（基準値） 

令和６年度 

（実績値） 

令和７年度 

（実績値） 

令和８年度 

（目標値） 

基幹相談支援センターの設置 ０か所 ０か所  １か所 

地域の相談支援事業所に対

する訪問等による専門的な指

導・助言の件数 

― ０件  １２件 

地域の相談支援事業所の人

材育成の支援件数 
― ０件  １件 

地域の相談機関との連携強

化の取組の実施回数 
― ０回  １回 

個別事例の支援内容の検証

の実施回数 
― ０回  １回 

主任相談支援専門員の配置

数 
― ０人  １人 

協議会における相談支援事業

所の参画による事例検討実施

回数 

― 0回  １回 

協議会の参加事業者・機関数 ― 14件  １４件 

協議会の専門部会の設置数 ― ２部会  ２部会 

協議会の専門部会の実施回

数 
― 0回  ４回 

評

価

（C） 

・令和８年度設置に向けて、基幹相談支援センターの整備検討を行うことができた。 

・相談支援件数４，６１２件 

今

後

の

取

組

（A） 

地域の相談支援の中核的な役割を担う機関として、基幹相談支援センターの整備検討

を継続する。 
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（６）障害福祉サービスの質を向上させるための取組 

成

果

目

標

（P） 

各種研修への職員の積極的な参加や自立支援審査支払等システム等を活用して審査

時の請求誤りや算定誤り等を分析し、事業所等へ改善の促しを行う等、障害福祉サー

ビスの質の向上について現在も取り組んでいます。 

成

果

指

標

（D） 

項目 
令和５年度 

（基準値） 

令和６年度 

（実績値） 

令和７年度 

（実績値） 

令和８年度 

（目標値） 

都道府県が実施する障害福祉

サービス等に係る研修その他

の研修への市町村職員の参

加人数 

― ４人  ３人 

障害者自立支援審査支払等シ

ステム等による審査結果を分

析してその結果を活用し、事

業所や関係自治体等と共有す

る体制の構築 

構築済    

障害者自立支援審査支払等シ

ステム等による審査結果を分

析してその結果を活用し、事

業所や関係自治体等との共有

実施回数 

― １回  １回 

評

価

（C） 

障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を活用し、障害福祉サービス等

支給決定基準の見直しについて、中部広域構成市町村（９市町村）で協議することがで

きた。 

今

後

の

取

組

（A） 

障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を活用し、障害福祉サービス等

支給決定基準の見直しを継続して協議する。 

 


